
目

次

公

告

△

県
有
財
産
売
却
の
一
般
競
争
入
札

(

県
立
病
院
室)

…
…
…
一

△

一
般
競
争
入
札

(

県
立
広
島
病
院)

…
…
…
二

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

△

一
般
競
争
入
札(

二
件)

三

公公公

告告告

県
有
財
産
売
却
の
一
般
競
争
入
札
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

入
札
に
付
す
る
物
件

二

入
札
の
申
込
先
及
び
受
付
期
間

１

申
込
先

広
島
県
福
祉
保
健
部
病
院
事
業
局
県
立
病
院
室

２

受
付
期
間

平
成
十
八
年
三
月
三
日

(

金)

か
ら
同
年
三
月
十
六
日

(

木)

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。

郵
送
等
の
場
合
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日
の
消
印
有
効
と
す
る
。

三

現
地
案
内
の
日
時
及
び
集
合
場
所

四

入
札
の
日
時
及
び
場
所

五

入
札
に
関
す
る
注
意
事
項

１

次
に
掲
げ
る
者
は
入
札
に
参
加
で
き
な
い
。

(一)

本
件
一
般
競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な

い
者

(二)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
及
び
そ
の
者
を
代
理

人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

�
県
と
の
契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品

質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

�
県
の
行
う
競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な

価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

�
県
の
行
う
競
争
入
札
の
落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
県
と
の
契
約
者
が
契
約
を
履
行

す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

�
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

�
正
当
な
理
由
な
く
し
て
、
県
と
の
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

��
か
ら�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

２

入
札
保
証
金
に
つ
い
て

(一)

納
付

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
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・
〇
四

地
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二
二
一
、
八
三
三

予
定
価
格(

千
円)

平
成
一
八
年
三
月
十
三
日(

月)

午
前
一
〇
時

現

地

案

内

の

日

時

売
却
物
件
の
所
在
地

集

合

場

所

平
成
一
八
年
三
月
二
三
日(

木)

午
前
一
〇
時

入

札

の

日

時

県
立
広
島
病
院
管
理
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二
階
会
議
室

入
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場
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入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
の
入
札
保
証
金
を
、
金
融
機
関
の
自

己
あ
て
小
切
手
に
よ
り
、
入
札
当
日
受
付
の
際
納
付
す
る
こ
と
。

(二)

還
付
等

入
札
保
証
金
は
、
次
の
と
お
り
処
理
す
る
。

�
落
札
者

売
買
代
金
又
は
契
約
保
証
金
へ
充
当
す
る
。

�
そ
の
他
の
者

入
札
当
日
の
入
札
保
証
金
納
付
時
に
交
付
し
た
納
記
と
引
換
え
に
還
付
す
る
。

(三)

そ
の
他

入
札
参
加
者
が
入
札
に
関
し
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
納
付
し
た
入
札
保
証
金
は

県
に
帰
属
す
る
。

３

無
効
入
札
に
つ
い
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

(一)

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
が
入
札
を
し
た
と
き
。

(二)

入
札
が
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
無
能
力
者
の
意
思
表
示
で
あ
る
と
き
。

(三)

入
札
者
が
二
以
上
の
入
札
を
し
た
と
き
。

(四)

他
人
の
代
理
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
を
代
理
し
て
入
札
を
し
た
と
き
。

(五)

入
札
者
が
連
合
し
て
入
札
を
し
た
と
き
そ
の
他
入
札
に
際
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

(六)

入
札
保
証
金
が
所
定
の
額
に
満
た
な
い
の
に
入
札
を
し
た
と
き
。

(七)

必
要
な
記
載
事
項
を
確
認
で
き
な
い
入
札
を
し
た
と
き
。

(八)

入
札
書
の
入
札
金
額
が
訂
正
し
て
あ
る
と
き
。

(九)

入
札
書
の
入
札
金
額
以
外
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
、
挿
入
し
、
又
は
削
除
し
た
場
合
に
そ
の
箇
所

に
押
印
の
な
い
と
き
。

六

そ
の
他

１

入
札
に
必
要
な
書
類
は
、
広
島
県
福
祉
保
健
部
病
院
事
業
局
県
立
病
院
室
に
備
え
付
け
て
あ
る
。

２

入
札
等
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
福
祉
保
健
部
病
院
事
業
局
県
立
病
院
室

電
話

(

〇
八
二)

五
一
三
―
三
二
三
五

(

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン)

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

23日

県
立
広
島
病
院
長

大
濱

紘
三

県
一
般

18第
12号

１
調
達
内
容

�
調
達
件
名

県
立
広
島
病
院
電
話
交
換
業
務
委
託

�
調
達
業
務
の
特
質
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
(３
年
間
)

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
５
番

54号

県
立
広
島
病
院

�
入
札
方
法

上
記�

の
件
名
で
総
価
で
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

県
立
広
島
病
院
長

３
入
札
参
加
資
格

�
平
成

15年
広
島
県
告
示
第

1382号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清

掃�
設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め
)�
平
成

16年
広
島
県
告
示
第

61号
(平
成

16年
度

か
ら
平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)�

平
成

16年
広
島
県
告
示
第

1338号
(平
成

16年
度
か
ら
平
成

18年
度
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�
設

備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
及
び
資
格
審
査
の
追
加
申
請
手
続
等
)
又
は
平
成

17年
広
島
県
告
示
第

1159号
(平
成

16年
度
か
ら

平
成

18年
度
ま
で
に
お
け
る
県
有
施
設
の
清
掃�

設
備
保
守
管
理�

警
備
等
業
務
委
託
の
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
)
に
よ
っ
て
資

格
を
認
定
さ
れ�

電
話
交
換
業
務
を
希
望
業
種
と
し�

そ
の
資
格
区
分
が
｢Ａ
｣
又
は
｢Ｂ
｣
で
あ
る

者
で
あ
る
こ
と

。
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�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
営
業
に
関
し
法
律
上
の
資
格
を
必
要
と
す
る
業
種
に
あ
っ
て
は�

そ
の
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と

。

�
本
件
調
達
の
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も�

法
令
に
基
づ
く
営
業
停
止
処

分
及
び
広
島
県
の
定
め
る
各
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
等
に
基
づ
く
指
名
除
外
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
公
衆
電
気
通
信
法
(昭
和

60年
廃
止
)
に
規
定
す
る
構
内
設
備
の
電
話
交
換
取
扱
資
格
者
の
資
格
を

有
す
る
者
又
は
財
団
法
人
日
本
電
信
電
話
ユ

ーザ
協
会
等
が
行
う
電
話
オ
ペ
レ

ータ
技
能
試
験
の
合
格

認
定
証
(日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
関
連
会
社
に
お
い
て
は
認
定
証
に
代
わ
る
証
明
書
)
を
有
す
る

者
を
従
事
さ
せ
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と

。

４
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所

〒
734－

8530
広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
５
番

54号

県
立
広
島
病
院
事
務
局
管
理
課
管
理
係

電
話
(082)

254－
1818

内
線

4212

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

23日
(木
)
か
ら
平
成

18年
３
月

14日
(火
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

イ
入
手
方
法

上
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
に
よ
る

請
求
の
場
合
は�

返
信
用
の
封
筒
(角
形
２
号
[長
さ

33セ
ン
チ
メ

ート
ル
×
幅

24セ
ン
チ
メ

ート

ル
]
の
封
筒
に
返
信
先
あ
て
名
を
明
記
し�

270円
切
手
を
は
っ
た
も
の
)
を
同
封
す
る
こ
と

。

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
３
月

16日
(木
)
午
後
２
時

イ
場
所

広
島
市
南
区
宇
品
神
田
一
丁
目
５
番

54号

県
立
広
島
病
院

北
棟
３
階
視
聴
覚
室

�
入
札
書
の
提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と

。電
報
及
び
郵
送
等
に
よ
る
入
札
は
認
め
な
い

。

５
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

入
札
説
明
書
で
示
し
た
必
要
書
類
を
平
成

18年

３
月

15日
(水
)
午
後
４
時
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札�
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
第

2
1

条
各
号
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
と
き
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は�

こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

�
そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。
教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
公公公
告告告

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

23日

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

関
靖

直

教
一
般

18第
６
号
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１
委
託
内
容

�
委
託
業
務
名

広
島
県
立
広
島
中
学
校
給
食
調
理
等
業
務

�
委
託
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
委
託
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で

(地
方
自
治
法
(昭
和

22年
法
律
第

67号
)
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
書
の
記
入
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校
長

３
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
者
と
す
る

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と

。

�
広
島
県
の
｢物
品
の
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
｣
に
基
づ
く
指
名
除
外
を�

当
該
調
達
の

公
告
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
こ
と

。

�
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
(平
成

12年
広
島
県
条
例
第

11号
)
別
表
第

３
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
三
類
の
条
件
の
施
設
を
有
す
る
こ
と

。

４
入
札
参
加
条
件

�
別
に
定
め
る
｢広
島
県
立
広
島
中
学
校
給
食
調
理
等
業
務
衛
生
管
理
基
準
｣
(以
下
｢衛
生
管
理
基

準
｣
と
い
う

。)
に
よ
り
業
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
｢食
品
衛
生
監
視
票
に
つ
い
て
(平
成

16年
４
月
１
日
食
安
発
第

0401001号
厚
生
労
働
省
医
薬
食

品
局
食
品
安
全
部
長
通
知
)｣
に
基
づ
く
食
品
衛
生
監
視
票
の
合
計
点
が

85点
以
上
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
書
の
提
出
先�

契
約
条
項
を
示
す
場
所�

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先

〒
739－

2125
東
広
島
市
高
屋
町
中
島

31番
地
７

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校

電
話
(082)

491－
0270

�
入
札
説
明
書
及
び
衛
生
管
理
基
準
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

23日
(木
)
か
ら
平
成

18年
３
月
３
日
(金
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

イ
入
手
方
法

前
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
限

平
成

18年
３
月

10日
(金
)
午
後
４
時

30分

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
(平
成

14年

法
律
第

99号
)
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
特

定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず

る
も
の
に
限
る

。提
出
期
限
内
必
着
)
と
す
る

。

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
３
月

13日
(月
)
午
前

10時

イ
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
中
島

31番
地
７

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校

１
階

小
会
議
室

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
に
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必

要
な
書
類
を
添
付
し
て
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
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し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
第

21条
各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す

る

。
�

契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で�

最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
時
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

16条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成

18年
２
月

23日

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

関
靖

直

教
一
般

1
8第
７
号

１
委
託
内
容

�
委
託
業
務
名

広
島
県
立
広
島
中
学
校
・
広
島
高
等
学
校
寄
宿
舎
食
堂
調
理
等
業
務

�
委
託
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
委
託
期
間

平
成

18年
４
月
１
日
か
ら
平
成

21年
３
月

31日
ま
で

(地
方
自
治
法
(昭
和

22年
法
律
第

67号
)
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
書
の
記
入
方
法
等

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

契
約
し
よ
う

と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
契
約
に
係
る
事
務
の
委
任
を
受
け
た
職
員

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校
長

３
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
条
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
者
と
す
る

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と

。

�
広
島
県
の
｢物
品
の
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
｣
に
基
づ
く
指
名
除
外
を�

当
該
調
達
の

公
告
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
こ
と

。

�
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
(平
成

12年
広
島
県
条
例
第

11号
)
別
表
第

３
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
一
類
の
条
件
の
施
設
を
有
す
る
こ
と

。

４
入
札
参
加
条
件

�
別
に
定
め
る
｢広
島
県
立
広
島
中
学
校
・
広
島
高
等
学
校
寄
宿
舎
食
堂
調
理
等
衛
生
管
理
基
準
｣

(以
下
｢衛
生
管
理
基
準
｣
と
い
う

。)
に
よ
り
業
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
｢食
品
衛
生
監
視
票
に
つ
い
て
(平
成

16年
４
月
１
日
食
安
発
第

0401001号
厚
生
労
働
省
医
薬
食

品
局
食
品
安
全
部
長
通
知
)｣
に
基
づ
く
食
品
衛
生
監
視
票
の
合
計
点
が

85点
以
上
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
書
の
提
出
先�

契
約
条
項
を
示
す
場
所�

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先

〒
739－

2125
東
広
島
市
高
屋
町
中
島

31番
地
７

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校

電
話
(082)

491－
0270

�
入
札
説
明
書
及
び
衛
生
管
理
基
準
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
２
月

23日
(木
)
か
ら
平
成

18年
３
月
３
日
(金
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

イ
入
手
方
法

前
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
限

平
成

18年
３
月

10日
(金
)
午
後
４
時

30分

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
(平
成

14年
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

法
律
第

99号
)
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
特

定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず

る
も
の
に
限
る

。提
出
期
限
内
必
着
)
と
す
る

。

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
３
月

13日
(月
)
午
前

11時

イ
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
中
島

31番
地
７

広
島
県
立
広
島
高
等
学
校

１
階

小
会
議
室

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
に
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必

要
な
書
類
を
添
付
し
て
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
第

21条
各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す

る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

広
島
県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で�

最
低
の
価

格
を
提
示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

広
島
県
議
会
に
お
け
る
当
該
契
約
に
係
る
平
成

18年
度
歳
入
歳
出
予
算

が
成
立
し
た
時
を
も
っ
て
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
す
る

。

ま
た�
平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。
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